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質問 

専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった箇所の全戸一括工事にお

いて、一部の区分所有者の同意が得られず、未施工箇所（住戸）が発生した場合、ど

のように対応したら良いでしょうか。 

（背景） 

配管における専有部分内の枝管の更生・更新工事は全戸に共通するもので、枝管の当該工事に関する費用を全

額別途各区分所有者から一時金を徴収する方法では、一体的な工事を実現しにくくなることから、当該マンシ

ョンでは、修繕積立金（第２８条）、管理組合の業務（第３８条）、総会の決議事項（第４８条）について規

約を改正し、枝管工事のために修繕積立金を取り崩すことは、有効として運用しています。 

 

  回答 

標準管理規約第２１条⑧のコメントでは、配管の清掃等に要する費用については、標準管理規約第２７条第三

号の「共用設備の保守維持費」として、管理費を充当することが可能であるが、配管の取替え等に要する費用

のうち、専有部分に係るものは、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものとしています。 

 

また、標準管理規約第２１条第２項に基づいて、専有部分の設備と共用部分とが構造上一体となった箇所の管

理を行う場合であっても、専有部分については、当該住戸の区分所有者の承諾がない限り、管理組合または作

業を請け負った工事業者（本件においてはマンション管理業者）は、強制的に実施できるものではありません。 

しかし、今回の相談にある工事未施工を漫然と放置した結果、当該未施工に起因する事故や災害が発生した場

合、マンション管理業者は管理業務受託者としての債務不履行や善管注意義務違反に問われる可能性がありま

す。従って、マンション管理業者は、当該区分所有者に対して、工事未施工に起因する事故や災害が発生した

場合には、本人に責任が及び得る旨の不利益事項を具体的に説明し、工事協力への理解を求めることが重要で

あります。 

 

なお、当該未施工による、他の区分所有者の安全等に関わる問題が残った場合には、その旨を理事長へ報告す

ることを本人に通告した上で、工事実施への協力を改めて依頼し、それでも対応が変わらないときは、理事長

に本件不利益事項について説明することが必要となります。 

その後、当該未施工住戸が転売等される際、法令上の問題（例えば法定点検の不具合に基づく修繕等）や、他 

の区分所有者の安全等に関わる事項が残っている場合は、管理組合の了解のもと、仲介業者等からの重要事項 

調査報告書において、当該情報を開示することが必要となります。 
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